
���　
平
成
十
八
年
第
二
回
定
例
会
は
、
六
月
九
日
�

（
金
）
か
ら
二
十
八
日
（
水
）
ま
で
の
二
十
日
間

の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。
�

　
定
例
会
初
日
に
は
、
正
副
議
長
を
は
じ
め
議
会

役
員
の
改
選
と
常
任
委
員
会
委
員
等
の
選
任
を
行

い
、
議
会
の
新
し
い
体
制
が
決
ま
り
ま
し
た
。
�

　
市
長
か
ら
は
、
初
日
に
市
税
条
例
の
一
部
改
正

な
ど
専
決
処
分
報
告
七
件
と
監
査
委
員
や
公
平
委

員
会
委
員
な
ど
の
人
事
案
件
四
件
、
芦
屋
市
立
学

校
職
員
等
退
職
手
当
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

制
定
な
ど
七
件
、
計
十
八
件
の
提
出
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
議
案
の
う
ち
、
芦
屋
市
立
学
校
職

員
等
退
職
手
当
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
制

定
は
、
市
立
芦
屋
高
校
が
平
成
十
九
年
三
月
末
日

で
廃
止
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
本
市
採
用
の
教
職

員
が
同
日
に
早
期
退
職
す
る
際
、
退
職
金
を
割
り

増
し
す
る
措
置
を
行
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
は
、
七
月
か
ら
妊
婦

健
康
診
査
補
助
事
業
を
兵
庫
県
か
ら
の
補
助
を
受

け
、
実
施
す
る
も
の
で
、
妊
婦
が
医
療
機
関
で
受

け
る
後
期
健
康
診
査
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
一

万
五
千
円
を
上
限
と
し
て
補
助
す
る
も
の
で
す
。
�

　
こ
れ
ら
の
市
長
提
出
議
案
は
、
い
ず
れ
も
承
認
、

同
意
あ
る
い
は
可
決
し
ま
し
た
。
�

　
ま
た
、
最
終
日
に
は
、
議
員
か
ら
、
「
地
方
分

権
の
推
進
に
関
す
る
意
見
書
」
と
、
請
願
採
択
に

伴
う
「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求

め
る
意
見
書
」
の
二
件
の
意
見
書
案
の
提
出
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
可
決
し
ま
し
た
。
�

　
こ
の
ほ
か
、
二
十
一
日
（
水
）
開
催
の
総
務
常

任
委
員
会
で
は
、
精
道
町
の
消
防
庁
舎
建
て
か
え

に
関
し
、
所
管
事
務
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
当
局

か
ら
、
精
道
小
学
校
の
体
育
館
・
プ
ー
ル
跡
に
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
地
上
三
階
地
下
一
階
の

新
庁
舎
を
建
設
す
る
も
の
で
、
平
成
十
九
年
十
一

月
着
工
予
定
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
�

【
４
月
】�

２０
日
▼
議
会
報
編
集
委
員
会�

【
５
月
】�

８
日
▼
行
財
政
改
革
調
査
特
別
委
員
会�

９
日
▼
議
会
運
営
委
員
会�

【
６
月
】�

２
日
▼
議
案
説
明
会�

　
　
▼
代
表
者
会
議�

８
日
▼
全
体
協
議
会�

　
　
▼
議
会
運
営
委
員
会�

９
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
１
日
）�

　
　
　
正
副
議
長
等
選
挙
、�

　
　
　
提
案
説
明
、
委
員
会
付
託
等�

　
　
▼
代
表
者
会
議�
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総
務
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委
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民
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委
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建
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運
営
委
員
会�

１２
日
▼
建
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常
任
委
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１３
日
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民
生
文
教
常
任
委
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会�

１４
日
▼
総
務
常
任
委
員
会�

１６
日
▼
議
会
運
営
委
員
会�

　
　
▼
代
表
者
会
議�

　
　
▼
建
設
常
任
委
員
会�

１９
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
２
日
）�

　
　
　
一
般
質
問�

２０
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
３
日
）�

　
　
　
一
般
質
問
、�

　
　
　
請
願
委
員
会
付
託
等�

２１
日
▼
総
務
常
任
委
員
会�

　
　
▼
民
生
文
教
常
任
委
員
会�

２７
日
▼
議
会
運
営
委
員
会�

２８
日
▼
本
会
議
（
定
例
会
第
４
日
）�

　
　
　
各
常
任
委
員
長
報
告
、�

　
　
　
討
論
、
表
決
等�

　
　
▼
議
会
報
編
集
委
員
会�

　町名につけられた大桝の小字名は、芦屋村と
よばれていたころ、田畑に必要な水を引くため
のかんがい用の池があったのでつけられたよう
です。桝は、水を引く樋のところに設けられた
四角い箱の意味があります。�
　大桝町は、大正時代のはじめごろは田畑と緑
地が続いていましたが、終わりごろには住宅地
の造成がすすみ、住宅と商店のまちになりました。
本通商店街は、芦屋で最も歴史の古い商店街で、

名前の本通は大正１２年（１９２３）ごろにつけられ
ました。電報電話局は、昭和４年（１９２９）に鉄
筋コンクリート造りで新築されました。�
　演劇などで知られた赤レンガ造りの寿劇場が
大正１０年に開館しましたが、昭和１０年に火事で
消失しています。�
�
　　　　    （『あしや子ども風土記�

芦屋の地名をさぐる』から）�

あしやのまち再発見�

町名の由来から�

　平成１８年第３回（９月）
定例会は、平成１８年９月
５日（火）に招集され、９
月２５日（月）までの２１日間
で開催する予定です。�
　日程については変更に
なることがありますので、
ご了承ください。�

第３回定例会日程�

　正副議長、常任委員会委員など議会役員が決まる�
�

議会日誌〔４月～６月〕�

大桝町の町並み大桝町の町並み�大桝町の町並み�
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平成１８年� ２００６年�

大桝公園大桝公園�大桝公園�

消防庁舎建てかえについて総務常任委員会で当局から報告を受けました 
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